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香川労働局長合同対談 

 日時 ： 令和７年11月27日（木） 14：30～ 

 会場 ： 高松サンポート合同庁舎北館３階 

労働局長室 

（高松市サンポート３－３３） 

 

 

                   

 

 

 

 

 
 

 

香川労働局（局長：友
とも

住
ずみ

 弘一郎
こういちろう

）は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、仕事と子育ての両立を

推進している優良な「子育てサポート企業」として、株式会社五星（本社：三豊市）と株式会社 STNet（本

社：高松市）を「くるみん」認定しました。なお、株式会社 STNet は、２回目の認定かつ令和７年４月１日か

ら改正された新基準での認定となり、香川県内２社目になります。 

また、「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な「女性活躍推

進企業」として、株式会社五星（本社：三豊市）を「えるぼし（３段階目）」認定しました。なお、株式会社五星

は、三豊市の企業で初となる「くるみん」と「えるぼし」認定になります。 

つきましては、以下のとおり認定通知書合同交付式を開催いたします。 

なお、交付式の後、「香川労働局長合同対談」を行います。今回認定された株式会社五星の代表取締

役社長 今中
いまなか

 雅樹
ま さ き

氏および株式会社 STNet の総務部部長 大西
おおにし

 功記
こ う き

氏の両氏に、取組内容や今後

の人材確保の観点から子育てサポート及び女性活躍推進に向けた意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

【くるみん認定】                            【えるぼし認定】 

資料１-１ 「くるみん」認定基準                  資料２-１ 「えるぼし」認定について 

資料１-２ 香川県内の「くるみん」認定企業一覧        資料２-２ 香川県内の「えるぼし」認定企業一覧 

資料１-３ 株式会社五星の取組概要等             資料２-３ 株式会社五星の取組概要等 

資料１-４ 株式会社STNetの取組概要等 

 

香 川 労 働 局 発 表 

令和７年 11 月 20 日 

三豊市初の「くるみん」「えるぼし」認定・「くるみん」2025年度基準認定 

～認定通知書合同交付式及び香川労働局長対談を開催決定！～ 

香川労働局雇用環境・均等室 

雇用環境・均等室長   澤 渡  恭 子    

室 長 補 佐   石 井  暢 樹    

                 （電話）  087-811-8924 

                 （夜間）  087-811-8928 

HP：https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/ 

認定通知書合同交付式 

 日時 ： 令和７年11月27日（木） 14：00～ 

 会場 ： 高松サンポート合同庁舎北館７階 

７０２会議室 

（高松市サンポート３－３３） 


